
郵送による転出届 

鹿 嶋 市 長 様 

請求日　令和　　　年　　　月　　　日 

 

※裏面の「郵送による転出について」をご確認ください。 

 

 

転
　

出
　

者

（

転

出

予

定

者

）

フ リ ガ ナ

生　年　月　日
世帯主との 
続　　　柄

マイナンバー

カード
 

氏 　 　 名

 
大・昭・平・令・西暦 

年　　月　　日

 
有・無  

 
大・昭・平・令・西暦 

年　　月　　日

 
有・無  

 
大・昭・平・令・西暦 

年　　月　　日

 
有・無  

 
大・昭・平・令・西暦 

年　　月　　日

 
有・無  

 
大・昭・平・令・西暦 

年　　月　　日

 
有・無  

 

転出の方法 
（ご希望されるものに 
☑をしてください）

□ マイナンバーカードによる転出
カードを持参すれば転入の手続

きができます。

 
□ 転出証明書の交付を受ける転出 転出証明書を郵送します。

 
これから 
の 住 所

これから

の世帯主

 
今までの

住 所
鹿嶋市

今までの

世 帯 主

 

転出年月日（転出予定年月日） 令和　　　　　年　　　　月　　　　日

 

申　請　者

住 　 所 
（送付先）

 
氏 　 名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 
電話番号（日中の連絡先）（　　　　　）　　　　－



 

郵送による転出について 

「郵送による転出届」に必要事項を記入のうえ，下記のものを同封し郵送してください。 

 

●同封するもの 

① 郵送による転出届 
 

② 返信用封筒（マイナンバーカードを用いた転出の場合は必要ありません。） 

※切手を貼り，申請者の住所，氏名をご記入ください。 
 

③ 本人確認書類（運転免許証・マイナンバーカード・在留カード等のコピー） 
 

④ 印鑑登録していた方は印鑑登録証（市民カード） 
 

※１８歳未満の方の転出については，親権者や世帯主等の同意が必要となる場合がありま

す。詳しくは総合窓口課へお問い合わせください。 

 

●送付先 

〒314－8655　茨城県鹿嶋市大字平井 1187 番地 1　鹿嶋市役所　総合窓口課　 

☎ 0299-82-2911（代表） 

 

マイナンバーカードをお持ちの場合 

 ・転出者がマイナンバーカードを持っている場合，カードによる転出ができます。 

 ・同じ世帯の転出者のうち，一人でもカードを持っていれば転出の手続きができます。 

 ・転出の手続きが完了しましたら連絡させていただきますので，必ず平日昼間に連絡が取れる電話番

号をご記入ください（完了の連絡前には転入できません）。 

 ・転出手続き完了の連絡がありましたら速やかに転入手続きをしてください。その際， 新住所の市役

所等にマイナンバーカードを持参してください。 

・転入届の特例をされる方には転出証明書が発行されません。 

 ・転出予定の方（転出届出された方）が含まれる証明書はコンビニで取得できません。 

 

 マイナンバーカードをお持ちでない場合 

 ・転出証明書を発行しますので，返送先（新住所・氏名）を記入し，１１０円切手を貼付した返信用

封筒を同封してください。  

・転出証明書の送付先は転出者本人宛て，新住所になります。 

・郵送による転入はできません。必ず転入される市役所等に出向いて手続きしてください。 


